
 

 

外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議の開催について 
 

令 和 ７ 年 ３ 月 １ ８ 日  

総合教育政策局長決定 

令和７年５月１日改訂  

令和８年３月２５日改訂  
１．趣旨 

我が国の公立学校に在籍している日本語指導が必要な児童生徒は令和５年５月時
点で約 6.9 万人と、約 10 年前に比べて約 1.9 倍と大幅に増加しており、支援の充実
が求められている。 

文部科学省では令和元年５月に「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者
会議」を設置し、令和２年３月に報告をとりまとめ、外国人児童生徒等の教育に関する制
度改正等が進んだところ。また、令和 5 年 6 月に閣議決定された教育振興基本計画に
おいて、外国につながる子供の持つ多様性を「長所・強み」として生かす視点や、誰もが
違いを乗り越え共に生きる共生社会の実現に向けたマジョリティの変容にもつなげてい
くことが重要であることが盛り込まれた。 

現在、中央教育審議会において「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方
について」及び「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための
方策について」の諮問がなされている中、外国人児童生徒等教育の観点でも検討を行
うことが求められている。そのため、少子高齢化時代における外国人児童生徒等の全国
的な増加を見据え、外国人児童生徒等教育に初めて携わる教師を含め、すべての教師
や支援員等が子供たちに質の高い学びを提供できるよう、総合的な見地から今後の取
り組むべき施策等について検討を行う有識者会議を設置する。 

 
２．検討事項 

（１）指導内容の深化・充実 
（２）指導体制の確保・充実 
（3）日本語指導担当教師等の指導力の向上 
（４）外国人児童生徒等の就学・進学・就職機会の確保 
（５）その他 

 
３．実施方法 

（１）別紙に掲げる者をもって構成する。本会議の座長は、総合教育政策局長が定める者
とする。 

（２）必要に応じて、別紙以外の関係者にも協力を求めるほか、関係者の意見を聴くことが
できるものとする。 

 
４．実施期間 
  令和７年４月１日～令和９年３月末まで 
 
５．その他 

(1)有識者会議に関する庶務は、総合教育政策局国際教育課において処理する。 
(2)その他会議の運営に関する事項は、必要に応じ会議に諮って定める。 
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